
世帯の点数はこんなふうに計算しています 

☆（申込冊子２２～２５ページの点数表と併せてご覧ください）☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

・入所希望する園に上の子が入所中 

・父：週５／フルタイム勤務 

・母：育休中（育休前は週５／フルタイム勤務） 

・自宅の１㌔圏内に６５歳未満の祖父母が居住 

 （祖父は就労、祖母は専業主婦） 

 

基本点数  父：１００ 

      母：１００ 

調整点      ＋７ → きょうだいの状況 

         －３ → 保育の代替手段 

        ２０４点  （別居の祖父母） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ふたご 

・父：週５／フルタイム勤務 

・母：４月から就労内定中（週５／１日６時間

のパートタイム勤務 

 

 

基本点数  父：１００ 

      母： ８０ 

調整点      ＋３ → きょうだいの状況 

        １８３点 （双子による加点） 

        

   

 

 

 

 

 

 

・２人同時入所希望 

・父：週５／フルタイム勤務で現在は 

北海道に単身赴任中 

・母：子どもが入所したら仕事を探したい 

 

 

基本点数  父：１００ 

        母： ３０ 

調整点      ＋６ →就労状況 

         １３６点（単身赴任による加点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在、対象児童は企業主導型保育所に入所中 

・入所希望園に上の子２人が入所中 

・父：週５／フルタイム勤務 

・母：週４日／１日６時間のパートタイム勤務 

 

基本点数  父：１００          

         母： ８０  

調整点      ＋５ → 保育の代替手段 

        ＋１０ → きょうだいの状況 

          １９５点  （３人目の加点） 
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申込冊子２８ページの大阪市保育料金額表に照らし 

合わせると１３階層（３２，７００円）となります。 

 

 

 

４月１日の年齢が  

０．１．２歳児のこども                                
 

・保育必要量（標準時間／短時間）       

・保護者の市民税の所得割額の合計        

 により保育料を決定します。 

    

       毎年６月頃にお手元に届く「市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等をご参照 

ください。保護者の市民税の税額控除前所得割額を申込冊子の 28 ページの「大阪市保育料金

額表」に照らし合わせると概ねの保育料がわかります。（父母ともに課税の場合はご夫婦の合算） 
 

  

・４月１日の年齢が１歳のお子さまが、標準時間認定で保育を利用。 

・父の所得割額が１７３，６８０円、母が配偶者控除の対象となっているお子さまの場合 

１７３，６８０円×６÷８＝１３０，２６０円    

 

 

 

 

☆きょうだい等がいる世帯について、令和６年９月分より第１子（生計を同一にす

るこども）の年齢にかかわらず、第２子以降が無料となりました。ただし、第１子が

企業主導型保育所以外の認可外保育施設を利用している場合は、多子減免の対象外

となります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

 

・令和 6 年 9 月より認可保育施設の無償化の対象が第 2 子まで広がります。 

（https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000608688.html） 
 

 

税額控除前所得割に６／８をかけた金額の 

父母の合計を「大阪市保育料金額表」に 

照らし合わせます。 

 

父母の年収が合算して１０３万円未満で、生計を

同一とする祖父母のいずれかが年収３００万円を

超える場合は、その祖父母の市民税も合算して保

育料を算定します。 

保育料の例 
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保育料の無償化について 
 

   

4月 1日の年齢が０．１．２歳              4月 1日の年齢が３．４．５歳 

   で非課税世帯のこども                       の全てのこども                                                                                                  
 

  

    

 

国の幼児教育無償化により保育料は０円 

となっています。 

 
                   

 

ただし・・・ 

 

園にかかる諸経費       主食費（ご飯）       副食費(おかず等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園にかかる諸経費や、延長保育料、３歳児以降の主食費（ご飯）、副食費（おかず・お

やつ代）は別途保育園へお支払いいただく必要があります。 

 

 ・第３子以降の子ども 

※ ・保育料の利用者負担区分が１～８A 階層の世帯 
・ひとり親世帯または障がい者のいる世帯で利用者負担区分が１～9 階層の世帯 

については、副食費の免除が適用されます。 
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保育園の入所には、年度始まりの４月から入所する「一斉入所」と、５月以降の年度途中から 

入所する「途中入所」があります。学年の始まりとなる４月が１年の中で最も募集人数が多く、 

４月で埋まりきらなかった枠と、退園等で空いた枠が５月以降の募集人数となります。 

 

 

 

 

 
令和７年度一斉入所 

１次調整申込み 

令和７年度一斉入所 

２次調整申込み 

年度途中申込 

申請書類 令和７年度用 令和７年度用 入所希望する年度用 

申込期限 令和６年１０月１日（火） 

～１０月１５日（火） 

令和７年１月 10 日（金） 

～２月７日（金） 

入所希望月の前月５日

まで（土日祝の場合は翌開庁日） 

結果発表 令和７年１月27日（月）

通知発送 

令和７年２月27日（木）

通知発送 

入所希望月前月の 

15 日前後に通知発送 

（内定の方には電話連絡） 

内定した場合の入所日 令和７年４月１日 令和７年４月１日 入所決定月の１日 

保留となった場合 自動的に２次調整の対象

となる。 

２次調整も保留の場合は

申込み年度の３月まで毎

月利用調整の対象となる。 

申込み年度の３月まで 

毎月利用調整の対象とな

る。 

申込み年度の３月まで 

毎月利用調整の対象と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

     ２次調整とは 

 

一斉入所には「１次調整」と 

「２次調整」があります。 

２次調整は１次調整で埋まり

きらなかった空き枠を公表し、

１次調整で保留となった方と、

新たに申請された方を対象に

調整を行います。 

 

 

    保留通知について 

 

申請された月の利用調整で入所で

きなかった方に送付いたします。 

翌月以降は保留通知の送付は 

せず、入所が可能となった場合 

のみお電話でご連絡いたします。 
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令和７年度 保育施設・保育事業利用の案内を入手してください。 

９月４日（水）から港区役所３階のエレベーターホール前と港区の全ての認可保育園にて

配布しています。またホームページからもダウンロードしていただけます。 

 

就労証明や診断書等、時間のかかる書類の準備を始めましょう。 

不足書類の提出期限 11 月 15 日（金）を過ぎると、１次選考に点数を反映できません。 

保育を必要とする事由を確認する書類が間に合わなかった場合は申請却下となることも 

あります。 

 

一斉入所受付のオンライン予約をお取りください。 

９月９日（月）９時より、オンライン予約を開始します。当日はご予約の方が優先と 

なりますので、忘れずに予約をお取りください。 

ご予約された日時に面接会場にお越しください。 

当日はお子さまの面接もありますので、お子さまと一緒にお越しください。 

混雑緩和のため、あまりに早いご来場はお控えいただき、遅れそうな時や来場できない 

場合はご連絡ください。面接時間は１世帯２０分を予定しておりますので、申請書は 

ご記入いただいた上でお持ちください。 

※当日お子さまの同伴が難しい場合は、面接のみ後日実施しますのでご相談ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度

一斉入所 
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こちらにお名前を記入された方

の口座より保育料を引落します。 

また、保育園関係の書類を送付す

る際の宛名となります。 

住民票に記載されている方全て

をご記入ください。 

世帯分離している方も含みます。 

これから新設される保育園を希

望される方のみご記入ください。 

ご希望の園のみご記入ください。 

第６希望まで無理に埋める必要

はありません。（Ｐ24 のＱA 参照） 

希望される方は第７希望以降も

ご記入いただけます。 

 

 

 

保育園のお申し込みには、保護者に書いていただく書類と、「保育を必要とする事由」を証明 

するために職場等で記入してもらう書類、お子さまに疾病等がある場合に提出いただく診断書等が 

あります。それぞれの書類についてご案内します。 

・・・保護者記入欄 

 

子どものための教育・保育給付               ・・・会社や病院等記入欄 

保育認定（変更）申請書兼                  

保育施設・事業利用調整申込書               

申込書の表紙となるページです。世帯の方のお名前や、希望保育施設を記入します。 

 

 

申請の書類について 
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育児休業中の方のみご記入くださ

い。上の☑ は点数どおりの順位と

なります。下の☑ は一番低い点数

の方の後の順位となり、入所の可能

性が低くなります。育児休業を延長

希望される方向けです。 

全ての保護者の方が対象です。 

有無について必ずご記入ください。 

令和６年１月１日に大阪市外に

住民票があった方は、課税証明の

提出が必要です。 

親族（20 歳以上 65 歳未満）が

同居、または自宅から１㎞圏内

に６５歳未満の祖父母が居住し

ている場合、保育の代替手段があ

るという理由から減点の対象と

なります。「保育理由証明及び申

告書」等の保育ができない証明を

提出くだされば減点の対象外と

なるか判断します。 

きょうだい同時で申込みされる

方のみご記入ください。 

上のお子さまが入所中で、今回は

下のお子さま１人だけのお申込

みの場合は記入不要です。 

 

利用調整調査票（その１） 

 保護者の状況や、祖父母、きょうだいについてご記入いただくページです。 
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同一疾病等で１年に１回以上の継続

的な通院があるお子さまは「対象児

童用診断書」の提出が必要です。 

便秘やアトピー性皮膚炎など診断書

が不要な場合もあります。迷った場

合は担当までご確認ください。 

対象児童用診断書 

 

かかりつけ医、小児科で記入して 

もらってください。 

取得には診断書料がかかります。 

入所決定や、入所後の安全な保育の

ために必要となります。 

利用調整調査票（その２） 

お子さまの現在の保育状況や、出生時の状況、病気や障がいの有無についてご記入いただくページです。 

 

 

 
 

裏面にはお子さまの現在の生活状況を 

ご記入ください。 
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すべての保護者の署名をお願いします。 

個人情報に係る同意書及び利用申し込みに係る確認書 

保育施設にお申し込みいただく際の注意事項です。全てお読みいただき、☑ と保護者欄への署名をお願いします。 

 

個人番号記載用紙 

保護者とお子さまの個人番号を記載し、申請書の保護者欄に記載した方の本人確認書類をご持参ください。 
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マイナンバーが分からない場合は、 

世帯員全員のお名前のみご記入ください。 



就労・就学等を事由としてお申込みいただく方の証明書（職場で記入してもらいます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校に通われている方、その予定の方

は、Ａ欄を学校で記入してもらいます。 

自営業の方は他に営業許可証

や確定申告の控えなど、自営業

を証明する書類も必要です。 

求職活動中の方はＢ欄にご記入ください。

他にハローワークの紹介状や雇用保険証、

不採用通知など求職活動を証明する書類

があれば加点の対象となります。 
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シフト制の場合はシフト表の添付を 

お願いします。 


